
統合型校務支援システムの
共同調達・共同利用の流れについて
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統合型校務支援システムの共同調達・共同利用の流れ

企画構想 計画策定 調達 構築
運用・保守・
導入後

統合型校務支援システム
導入における課題の整理

ビジョンの策定

推進体制の整備

情報収集（環境調査・ベ
ンダからの収集等）

各市区町村への呼びかけ

スケジュール策定

要件定義

ネットワーク環境の整備
・導入形態の検討

契約形態の検討

費用分担の検討

データ移行についての
検討

予算化

調達方式の決定

調達実施

要件定義：細分化

セキュリティ・個人情報
保護への対応

各種データ連携

研修会・サポート

導入に伴う運用ルール改
善に向けた取り組み

統合型校務支援システム
導入後の効果測定

効果測定についての検討

構想の決定

※あくまで一例であり、実際の流れとは異なる場合があります。
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統合型校務支援システムの共同調達・共同利用の流れ

企画構想 計画策定 調達 構築
運用・保守・
導入後

統合型校務支援システム
導入における課題の整理

ビジョンの策定

推進体制の整備

情報収集（環境調査・ベ
ンダからの収集等）

各市区町村への呼びかけ

スケジュール策定

要件定義

ネットワーク環境の整備
・導入形態の検討

契約形態の検討

費用分担の検討

データ移行についての
検討

予算化

調達方式の決定

調達実施

要件定義：細分化

セキュリティ・個人情報
保護への対応

各種データ連携

研修会・サポート

導入に伴う運用ルール改
善に向けた取り組み

統合型校務支援システム
導入後の効果測定

効果測定についての検討

構想の決定

※あくまで一例であり、実際の流れとは異なる場合があります。
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・各市町村と合意形成を図り、推進体制を構築



統合型校務支援システムの共同調達・共同利用の流れ

企画構想 計画策定 調達 構築
運用・保守・
導入後

統合型校務支援システム
導入における課題の整理

ビジョンの策定

推進体制の整備

情報収集（環境調査・ベ
ンダからの収集等）

各市区町村への呼びかけ

スケジュール策定

要件定義

ネットワーク環境の整備
・導入形態の検討

契約形態の検討

費用分担の検討

データ移行についての
検討

予算化

調達方式の決定

調達実施

要件定義：細分化

セキュリティ・個人情報
保護への対応

各種データ連携

研修会・サポート

導入に伴う運用ルール改
善に向けた取り組み

統合型校務支援システム
導入後の効果測定

効果測定についての検討

構想の決定

※あくまで一例であり、実際の流れとは異なる場合があります。
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・各市町村と調整しながら、具体的な仕様を策定



統合型校務支援システムの共同調達・共同利用の流れ

企画構想 計画策定 調達 構築
運用・保守・
導入後

統合型校務支援システム
導入における課題の整理

ビジョンの策定

推進体制の整備

情報収集（環境調査・ベ
ンダからの収集等）

各市区町村への呼びかけ

スケジュール策定

要件定義

ネットワーク環境の整備
・導入形態の検討

契約形態の検討

費用分担の検討

データ移行についての
検討

予算化

調達方式の決定

調達実施

要件定義：細分化

セキュリティ・個人情報
保護への対応

各種データ連携

研修会・サポート

導入に伴う運用ルール改
善に向けた取り組み

統合型校務支援システム
導入後の効果測定

効果測定についての検討

構想の決定

※あくまで一例であり、実際の流れとは異なる場合があります。
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・予算化及び事業者を決定するための調達



統合型校務支援システムの共同調達・共同利用の流れ

企画構想 計画策定 調達 構築 運用・保守・
導入後

統合型校務支援システム
導入における課題の整理

ビジョンの策定

推進体制の整備

情報収集（環境調査・ベ
ンダからの収集等）

各市区町村への呼びかけ

スケジュール策定

要件定義

ネットワーク環境の整備
・導入形態の検討

契約形態の検討

費用分担の検討

データ移行についての
検討

予算化

調達方式の決定

調達実施

要件定義：細分化

セキュリティ・個人情報
保護への対応

各種データ連携

研修会・サポート

導入に伴う運用ルール改
善に向けた取り組み

統合型校務支援システム
導入後の効果測定

効果測定についての検討

構想の決定

※あくまで一例であり、実際の流れとは異なる場合があります。
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・詳細なシステム仕様を協議・調整
・セキュリティ、個人情報保護の対応検討



統合型校務支援システムの共同調達・共同利用の流れ

企画構想 計画策定 調達 構築
運用・保守・
導入後

統合型校務支援システム
導入における課題の整理

ビジョンの策定

推進体制の整備

情報収集（環境調査・ベ
ンダからの収集等）

各市区町村への呼びかけ

スケジュール策定

要件定義

ネットワーク環境の整備
・導入形態の検討

契約形態の検討

費用分担の検討

データ移行についての
検討

予算化

調達方式の決定

調達実施

要件定義：細分化

セキュリティ・個人情報
保護への対応

各種データ連携

研修会・サポート

導入に伴う運用ルール改
善に向けた取り組み

統合型校務支援システム
導入後の効果測定

効果測定についての検討

構想の決定

※あくまで一例であり、実際の流れとは異なる場合があります。
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・安定した稼働や、利用率の向上に向けた取組
・効果測定による更なる業務改善、教育ICT政策の検討



共同調達・共同利用のポイント
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統合型校務支援システムの共同調達・共同利用の流れ

企画構想 計画策定 調達 構築
運用・保守・
導入後

統合型校務支援システム
導入における課題の整理

ビジョンの策定

推進体制の整備

情報収集（環境調査・ベ
ンダからの収集等）

各市区町村への呼びかけ

スケジュール策定

要件定義

ネットワーク環境の整備
・導入形態の検討

契約形態の検討

費用分担の検討

データ移行についての
検討

予算化

調達方式の決定

調達実施

要件定義：細分化

セキュリティ・個人情報
保護への対応

各種データ連携

研修会・サポート

導入に伴う運用ルール改
善に向けた取り組み

統合型校務支援システム
導入後の効果測定

効果測定についての検討

構想の決定

※あくまで一例であり、実際の流れとは異なる場合があります。
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岐阜県 奈良県 高知県 長崎県

自治体数 学校数 自治体数 学校数 自治体数 学校数 自治体数 学校数

システム
既導入

10自治体

／４２自治体

144校

／５４８校

３自治体

／３９自治体

12校

／３０２校

0自治体

／３５自治体

0校

／２７２校

2自治体

／２１自治体

８校

／４９２校

当初のネット
ワーク環境

【都道府県WANが整備済み】

・県内全学校から接続可能

【都道府県WANが未整備】

→新たにネットワークを構築

【都道府県WANが整備済み】

・教育ネットシステム内に校務系
（LGWAN接続系）ネットワー
クが整備済み

【都道府県WANが未整備】

→新たにネットワークを構築

システム導入自治体・学校と実証当初のネットワーク環境

10

既に導入されていた／導入されていない によって、その後の取り組み方
が異なるのでしょうか。順を追って確認をしてまいりましょう。

A市

B市

C市

D市

岐阜県情報スーパーハイウェイ
（学校間総合ネット）

A市

B市

C市

D市

LGWAN接続系ネットワーク



企画構想段階のポイント
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計画
策定

調達 構築
運用・
保守等

企画
構想



企画構想段階での配慮事項
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統合型校務支援システム
導入における課題の整理

ビジョンの策定

推進体制の整備

情報収集（環境調査・ベ
ンダからの収集等）

各市区町村への呼びかけ

構想の決定

対象となる地域における統合型校務支援システム導入の課題を整理します。

ビジョン（どんな学校現場を実現するか）を明確にし、関係者で共有します

策定したビジョンに沿って検討を進めるための体制を整備します。

市町村の整備状況やパッケージベンダに対する調査を行います。

域内の自治体に導入の検討状況を伝え、地域全体の機運を高めます。

協議会等にて市区町村と、おおよその業務範囲を決定します。

多くの自治体が参加する場合、自治体間でどのように意思決定を行うかの
調整が非常に重要になりますね。



岐阜県

●一部の市町村代表者
・県教委（事務局担当）
・協議会長１名
・市代表１名
・町村代表１名
・有識者2名

奈良県

●一部の市町村代表者
・県教委（事務局担当）
・市町村代表2名
・教員代表2名

(管理職)
・有識者1名

高知県

●一部の市町村代表者

・県教委（事務局担当）
・市町村教委１名
・有識者5名

長崎県

●全ての市町から１名ずつ

代表者が参加
・県教委（事務局担当）
・市町教委21名
・有識者2名

・県教委
・全市町村教委
（学校教育担当課長で構成）

推進体制の整備

13

企画構想 計画策定 調達

○既存導入学校
・教務主任
・養護教諭

○代表校
・校長

Ｗ
Ｇ

協
議
会

原案作成 承認・最終決定

○８教育区ごとの代表

Ｗ
Ｇ

協
議
会

原案作成 承認・最終決定

周知

○県教委
○連合会の役員（市町村）
・教育次長
・学校教育課長 他

Ｗ
Ｇ

協
議
会

原案作成 承認・最終決定

協
議
会

・県教委
・全市町教委
・有識者
・事業者

委
員
会

・県教委
・代表市町村教委
・有識者

協
議
会

・全市町
村教委

決定

・県教委
・全市町村教育長
・全市町村教委

協
議
会

合意形成 仕様作成 調達(選定)

運用・保守・
導入後

構築

・県教委
・全市町教委
・有識者 Ｗ

Ｇ

協
議
会

原案作成 承認・最終決定

全市町



岐阜県

●一部の市町村代表者
・県教委（事務局担当）
・協議会長１名
・市代表１名
・町村代表１名
・有識者2名

奈良県

●一部の市町村代表者
・県教委（事務局担当）
・市町村代表2名
・教員代表2名

(管理職)
・有識者1名

高知県

●一部の市町村代表者

・県教委（事務局担当）
・市町村教委１名
・有識者5名

長崎県

●全ての市町から１名ずつ

代表者が参加
・県教委（事務局担当）
・市町教委21名
・有識者2名

・県教委
・全市町村教委
（学校教育担当課長で構成）

推進体制の整備
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企画構想 計画策定 調達

○既存導入学校
・教務主任
・養護教諭

○代表校
・校長

Ｗ
Ｇ

協
議
会

原案作成 承認・最終決定

○８教育区ごとの代表

Ｗ
Ｇ

協
議
会

原案作成 承認・最終決定

周知

○県教委
○連合会の役員（市町村）
・教育次長
・学校教育課長 他

Ｗ
Ｇ

協
議
会

原案作成 承認・最終決定

協
議
会

・県教委
・全市町教委
・有識者
・事業者

委
員
会

・県教委
・代表市町村教委
・有識者

協
議
会

・全市町
村教委

決定

・県教委
・全市町村教育長
・全市町村教委

協
議
会

合意形成 仕様作成 調達(選定)

運用・保守・
導入後

構築

・県教委
・全市町教委
・有識者 Ｗ

Ｇ

協
議
会

原案作成 承認・最終決定

全市町

全市町村が
直接関わる

代表市町村が決定
→全市町村に周知

全市町村が
直接関わる

代表市町村が関わる

全市町村が直接関わる



都道府県と市町村の関わりについて

きっかけ・経緯 都道府県

①県として推進
校務支援システム普及率が低いこと等から、県が県
内市町村に統一してシステムを導入することを推進
した。

②市町村からの
ボトムアップ

県内市町村から校務支援システムを県内統一して導
入したいと要望があり、共同調達実施に至った。

15

各県の実情に応じ、①「県として推進」②「市町村からのボトムアップ型
」と経緯がわかれていますね。既存の校務支援システム導入率に差があり
ますが、それぞれどのような工夫があったのでしょうか。

奈良県 高知県

岐阜県

長崎県

岐阜県 奈良県 高知県 長崎県

自治体数 学校数 自治体数 学校数 自治体数 学校数 自治体数 学校数

システム
既導入

10自治体

／４２自治体

144校

／５４８校

3自治体

／３９自治体

12校

／３０２校

0自治体

／３５自治体

0校

／２７２校

2自治体

／２１自治体

８校

／４９２校



計画策定段階のポイント
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企画
構想

調達 構築
運用・
保守等

計画
策定



計画策定段階での配慮事項

17

スケジュール策定

要件定義

ネットワーク環境の整備
・導入形態の検討

契約形態の検討

費用分担の検討

データ移行についての
検討

各プロセスの期間を決め、システム導入の全体スケジュールを策定します。

システム要件（どのような機能や帳票が必要か）をはじめ、各種要件を明確にします。

都道府県と市区町村の役割分担に応じて、適切な契約形態を選択します。

導入費用、維持費用それぞれについて、都道府県の費用支援割合、市区町村の
費用按分方法を決定します。

ネットワークを定義するとともに、各自治体で整備する範囲を明確にします。

既導入の自治体があった場合、既存データを移行するかどうかについて検討します。



全自治体が導入するまでのスケジュール（予定）

18

様々な取り組みを短期間で行っていると思いますが、例えば自治体が個別に契約
するような場合、契約の終了時期はどうしているのでしょうか。
リースや買取といった様々な導入形態も予想されるので、県で統一を図るのが難
しいのでは？

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2026年度

岐
阜
県

奈
良
県

高
知
県

長
崎
県

１自治体
２４自治体

３自治体
３自治体

２自治体
９自治体

４自治体

１自治体

２２自治体

１０自治体

２自治体

３自治体

２３自治体

９自治体

契
約
満
了

契
約
満
了

４２自治体
／４２自治体

一
斉
更
新

契
約
満
了

３５自治体
／３５自治体

一
斉
更
新

一
斉
更
新

契
約
終
了
年
度
を
そ
ろ
え
る

契
約
期
間
は

自
治
体
毎
に
設
定

１０自治体4自治体

１０自治体１自治体

１０自治体３自治体

１０自治体５自治体

１０自治体３自治体

１０自治体５自治体 契
約
満
了

契
約
に
関
す
る
協
議

契
約
に
関
す
る
協
議



導入する機能の考え方について

19

全ての地域でほぼ同様の機能を利用しており、
基本的にノンカスタマイズ方針を掲げているようですね。

基本的にカスタマイズは行わない

・市町村によって導入する機能を変えない。
・教員の異動時の利便性向上、カスタマイズ費の削減を図る。

＜参考＞導入した機能（例）
・グループウェア機能 ・児童生徒名簿情報管理機能 ・出欠管理機能 ・成績管理機能 ・保健管理機能
・日程管理機能（スケジュール機能） ・教育計画管理機能（週案・時数管理機能）・体力テスト機能
・個人カルテ機能（児童生徒事象機能） ・勤怠管理機能（出張・休暇の勤怠に関する申請等）

※例外として、必要な市町が別途契約することとした機能（例）
・徴収金管理機能

・基本的に、ベンダーが提供する書式を利用することでカスタマイズ費を削減。
・どうしても必要な場合には、県下統一帳票を作成。
（ただしこの場合でも、市町村独自の帳票は作成しない）

方針① 都道府県下統一で同じ機能を導入する

方針② 帳票類は同じものを利用する



【都道府県WANが整備済】 【都道府県WANが未整備】

岐阜県 奈良県

高知県 長崎県

ネットワーク環境について

＜ホスティング＞ ＜ホスティング＞

＜ハウジング＞ ＜クラウド活用＞

20

・すべての学校から接
続可能な「岐阜県情
報スーパーハイウェ
イ」（学校間総合ネ
ット）内に設置（閉
域網内にDCを設置）
(SSL-VPN)

・高知県が運用をしている
教育ネットシステム内の
校務系（LGWAN接続系
）ネットワークに設置

・県立学校との情報共有・
引継ぎを可能とするため
、県立学校校務支援シス
テムを拡張する。

→選定事業者のサー
ビスを利用し、新た
に校務用のデータセ
ンタを設置

→・閉域網VPNネットワー
クを新たに構築

・パブリッククラウドを
利用

・長崎県内に「共同利用
集約機器」を設置し、
クラウド接続に係る費
用の低廉化を図ってい
る。

共同利用集約機器



契約形態について

21

Aパターン Bパターン

県

市町村

事業者

・県が調達し、事
業者と一括契約

市町村

事業者

調

達

一
括
契
約

負
担
金
の
支
払
い

・市町村が県に
負担金を支払う

県

随
意
契
約

調

達

・市町村と事業者
が個別に契約

・県が調達し、
事業者と契約

・事業者と協議会の
間で協定書締結



費用分担について

22

ランニングコスト（システム利用料等）の費用分担

Aパターン

Bパターン

Cパターン

・市町村間は学校数割

・システムライセンス等
・仮想化基盤保守費

・研修費
・ヘルプデスク

学校数割 教職員数割

・費目によって割合を設定

自治体の学校数

1校当たり
の平均
教職員数

・学校数と教職員数の
価格テーブルを採用

※小規模市町の低廉化

コストの考え方は様々なため、一概に断定できにくい部分もあると思いま
す。



調達段階のポイント

23

企画
構想

計画
策定

構築
運用・
保守等調達



調達段階での配慮事項

24

予算化

調達方式の決定

調達実施

必要経費（初期費用・運用維持費用）について、参加する全ての市区町村が予
算を確保できるよう、綿密な調整・確認が必要です。

各調達方式のメリット・デメリットを検討し、最適な調達方法を決定します。

決定した調達方式に従って調達を実施します。

ズバリ！各自治体で予算を確保いただくうえで、県としてどのような取組を行
ったのかを確認したいと思います。



調達方式について

25

調達方式 メリット デメリット 岐阜県 奈良県 高知県 長崎県

一般
競争入
札

最低価格
落札方式

・価格による競争環境を確
保することにより、価格
を重視して事業者の選定
を行うことができる

・価格のみで事業者を決
定するため、事業者の技
術力を評価することがで
きない場合がある

総合評価
入札方式

・価格と提案内容を総合的
に評価することができる

・業務受託者選定後の契約
交渉の負担が少ない

・事業者の決定までに時
間を要する場合がある

○ ○

随意
契約

公募型
プロポーザ
ル

・提案者の視点での新たな
発想を期待できる

・優先交渉権者選定後の契
約交渉が可能となる

・価格が高くとも、提案
内容がいい事業者が選定
される場合がある

○ ○

各自治体ともに単純な入札にはしなかったようですね



県から各自治体への予算化の働きかけ

26

県下の市町村が予算化しやすいよう、県としてもさまざまな働きかけを行って
いたということですね。

岐阜県 奈良県 高知県 長崎県

○各自治体への説明資料とし
て、校務支援システムの
「運用導入ガイド」を活用

○協議の際に自治体の規模を
そろえてグループディス
カッションをすることで、
ノウハウを共有しやすい環
境にしている。

○将来的に高校との接続があ
るので、すべての学校が
データ化して高校とつなぐ
必要があることを伝えてい
る。

〇県域で働き方調査を実施
し、全ての学校の教員、各
関係者に、直接趣旨と周知
を行った。

○各自治体への説明資料と
して以下を提示
・予算が安くなること
・データが安全に管理され
ること

・転出入のデータが共有さ
れること

・異動してもシステムが同
じであること

・関連する調達、今後の運
用についても県がかか
わっていく。

〇将来的に高校との接続を
することを伝えている。

○全市町村教育委員会を対
象とした研修会等により、
システムの導入効果やデモ
ンストレーションを実施

○各自治体の財政当局との
予算化協議の際には、各自
治体ごとのイニシャル・ラ
ンニングコストを試算した
具体的な協議資料を提案し、
広域共同調達によるコスト
メリットを理解していただ
いた。

○市町部局（財政担当）へ
の説明根拠資料として、以
下の情報提供を実施

①働き方改革に資する資料
としての先行事例紹介

②費用面での比較資料
③有識者による「講演会」
を実施



構築段階のポイント
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企画
構想

計画
策定

調達
運用・
保守等構築



構築段階での配慮事項

28

要件定義：細分化

個人情報保護への対応

各種データ連携

導入システムの細かな表示項目、出力項目の検討を行います。学校現場の業務に
詳しい担当者が検討に参加する必要があります。

学校における情報セキュリティポリシーの策定や運用ルールの改善を検討します。

個人情報保護条例の策定・改訂等が必要になることがあり、個人情報保護審議会を
開いて合議する、条例を改正する等の手続きが必要な場合があります。

域内の市区町村間におけるデータの連携の可能性について検討します。

セキュリティへの対応



セキュリティ・個人情報保護について

29

岐阜県 奈良県 高知県 長崎県

情報セキュ
リティ確保
の取組

・県内の全市町村のすべての

学校が接続している閉域網
の「学校間総合ネッ
ト」という教育情報ネット

ワークが整備済

・SSL-VPNの利用

・市町村のポリシーの内容に
よりトンネルモードにて、セ
キュリティを高める。

・県教委主導で、運用自治
体における学校情報セキュ
リティポリシーの策定を補
助し、個人情報・センシ
ティブ情報の取扱いなど、
統一的に進められるように
底上げをはかった。

・校務系（LGWAN 系）と
学習系（インターネット
系）の分離を必須

・先行導入済の県立学校校
務支援システムと同様に、

外部ネットワークか
ら切り離された校務
系（LGWAN 系）に
構築

・システムへの接続要件と
して、国の教育情報セキュ
リティポリシーガイドライ
ンに従い、校務系と学習系

のネットワーク分離
を必須とする。

・市町と共同利用集約装置
との接続は、複数のパター
ン準備する。

個人情報
保護への
対応

・作成した運用ガイドの中で、
個人情報の取り扱いとしてセ

キュリティ対策のチェッ
ク表などを提示。

・市町村教育委員会教職員業
務改善協議会において、セ
キュリティポリシーの確認。

・県教委主導で、共同運用
開始前の自治体における

学校の対策基準を県
域で策定。

・個人情報保護条例のオン
ライン結合禁止を例外規定
として可能とすべく各市町
村で保護審議会に諮問する
よう支援。

・セキュリティや個人情報
の扱いに関するワーキング
グループを６回開催し、運
用面の課題等の情報共有。

・本格運用までにワーキン
グチームで協議

・諮問時には各市町村教育
委員会毎に申請書を策定す
るのではなく、県より申請

書類の雛型を提供する

ことで、申請事務の効率化
を支援

・個人情報の取扱いは、市
町ごとの個人情報保護条例
に準拠する。

・クラウドによるシステム
運用について、個人情報保
護条例に適合しない場合は、

市町ごとに審議会等
に諮問する。

セキュリティや個人情報保護についてはどのような対応を図られたのでしょう
か。



運用段階のポイント

30

企画
構想

計画
策定

調達 構築
運用・
保守等



運用段階での配慮事項
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研修会・サポート

導入に伴う運用ルール改
善に向けた取り組み

統合型校務支援システム
導入後の効果測定

代表者向けの集合研修と、動画研修等を組み合わせるといった工夫が必要です。

システムをより効果的に活用するため、既存の業務運用ルールを変更することも
想定されます。

導入効果を測定し、今後のさらなる業務改善や今後の教育ICT政策の検討を
行うことが必要です。

写真：高知県の集合研修の様子



様々なサポート体制

32

岐阜県 奈良県 高知県 長崎県

○集合研修
・各導入自治体毎に8回ずつ

・対象を教務主任等に限定

○集合研修
・県内の学校でエバンジェリス

トを1校1名程度設け、エバ
ンジェリスト向けの研修
を実施

○集合研修
各教育事務所単位及び高知市
・管理職対象 ５回
・教務担当 ５回
・保健担当 ５回
・進路担当 ５回
・教務担当（年度更新）５回

○その他の工夫
・電子マニュアルや動画マニュ
アルを配布

○集合研修
・導入市町ごとに、6回の研修
を実施。（職種別等）

○訪問研修
・成績登録は各校1回の巡回研
修を実施

○その他の工夫
・事業者が研修マニュアルを作
成、導入校へ配布

・自治体が独自のマニュアルを
作成

○基本的にヘルプデスクが対応
9:00～18:00

○基本的にヘルプデスクが対応
8:30～17:15

※繁忙期には延長対応

○基本的にヘルプデスクが対応
9:00～18:00

※繁忙期には延長対応

○基本的にヘルプデスクが対応
9:00～18:00

※繁忙期には延長対応

研修やサポートについては、効率的に進める必要もあろうかと思います。具体
例について伺わせてください。

運用ルール改善については後半戦で・・・



前半のまとめとして
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企画構想 ・推進体制づくり ・合意形成

計画策定

・仕様の作成 ・基本を揃える
・ネットワーク整備の有無
・スケジュールは実状に合わせる
・イニシアル，ランニングの費用分担

調達
・調達：総合評価 プロポーザル
・予算化 県からの資料提示

構築

・具体的業務担当が検討へ参加
・ルールの策定・改善
セキュリティポリシー，個人情報

・データ連係を見越して

運用保守 ・集合研修 伝達研修 改善に向けて

コ
ス
ト
の
削
減

運
用
負
荷
の
軽
減
＋



統合型校務支援システム導入に伴う
業務運用ルールの改善について

34



統合型校務支援システムの共同調達・共同利用の流れ

企画構想 計画策定 調達 構築
運用・保守・
導入後

統合型校務支援システム
導入における課題の整理

ビジョンの策定

推進体制の整備

情報収集（環境調査・ベ
ンダからの収集等）

各市区町村への呼びかけ

スケジュール策定

要件定義

ネットワーク環境の整備
・導入形態の検討

契約形態の検討

費用分担の検討

データ移行についての
検討

予算化

調達方式の決定

調達実施

要件定義：細分化

セキュリティ・個人情報
保護への対応

各種データ連携

研修会・サポート

導入に伴う運用ルール改
善に向けた取り組み

統合型校務支援システム
導入後の効果測定

効果測定についての検討

構想の決定

※あくまで一例であり、実際の流れとは異なる場合があります。

35



本パネルで焦点化したい事項

36

システム導入＝働き方改革？

システムを導入すれば、
業務改善が図られたことに
なるのでしょうか？



本パネルで焦点化したい事項

37

業務改善を図るためには、システム導入に合わせ、

既存の運用ルールの見直しが不可欠。

・運用ルールを変更しない場合、システムと矛盾が生じたり、却って教員の業務が不効
率になったりする恐れがある。

（例：紙ベースの帳票処理をシステム上で行う ）

・既存のルール下での運用が可能であったとしても、システムの導入を機に業務運用ル
ールを改善することで、教員の業務効率化に資する。

（例：→地域のご発表）



実感する効果および運用フェーズに入って直面する課題

38

＜実感する効果＞
○ 出席簿の統計業務が大幅に簡素化できた。
○ 出欠の集計が自動的に行われ、点検のポイントを絞ることができ、作成手順が平易になった
○ 学期末の成績処理のミスが減った。
○ 掲示板については職員にも働きかけ、職員朝礼や会議の時間削減に大きく役にたっている。
○ 回覧文書は掲示板でよい。システムを最大限活用するとペーパーレスになると感じている。
○ 職員へのアンケートをシステム上で行うことで集計時間を削減できた。
○ なれると事務負担が大幅に減少するのが実感できる。
○ 慣れるまでは大変だがそれは当たり前。（2回目の通知表作成などはスムーズに行えた。）
○ 県域で帳票、定型業務が標準化されるということはとても意義のあること。
○ 学校を超えて連携する素地ができる。
○ 地域や自治体の規模による教育に関する質の差が生じないようにできる。

＜直面する課題＞
▲ 自動化されている点をどこまで信頼すればよいか判断できず、点検作業の精査ができない。
▲ 誤操作で入力されているものを発見しづらい。
▲ ICT活用に対する抵抗感や不安をもつ教員がいる。
▲ 明らかに事務負担増になる。
▲ 教職員とともに校務支援システムを使いこなしていくには、十分な準備と時間が必要。
▲ これまで手書きで行われているため学校ごとのルールが多く存在し、通院・入院、適応指導

教室等で欠席する際の記入上の取り扱いなど市町村教委が想定していない入力の要望がある
場合に素早く対応できていない。



業務運用ルールの改善の具体例
（実証地域から）

39



1

システム導入により実感する効果と課題（岐阜県）

システム導入により実感する効果

・出欠席の集計が自動的に行われ、出席簿の作成が容易になった（学級担任）。
・本来点検しなければならないこと（児童生徒の出欠席の状況）に注力でき、その他
のミス（休日の記載ミス、計算ミスなど）ができ、出席簿の本質的な運用ができるよう
になった。
・管理職の業務を大幅に削減することができた。

運用フェーズに入って直面する課題（ルール改善の必要性）

・ICTに不慣れな50代６０代の職員が半数近くを占める学校では、反対意見が根強く
あった。
・各校（自治体）のローカルルールに固執する傾向があり、反対意見があった。
・校務支援システムに慣れていないため、システムの利用を面倒に感じている。
・システムの使用方法を覚える方が負担になる。



業務運用ルール改善事例（岐阜県）

2

出席簿機能の運用と理由の統一化

全体の状況

・学校ごとのルールが多く、教員が異動するたびに各校での運用に戸惑うことがあり、
業務が滞ることがあった。

・市町村教委及び管理職も業務の統一ができず、特異な事例があるごとに前例を確認
するなどして、対応することになってしまっていた。
※欠席理由、校長が認める出席など

ローカルルール例１

・出席簿の点検が月末にしかないため、
出席簿ではなく、別の帳簿に記して、済
ませている。

・別の帳簿で記しているため、出欠情
報が他の職員と共有されない。

・月末にまとめて記入するため、記載ミ
ス、計算ミスが多発する。

・記載ミス、計算ミスが多いことがわ
かっているため、その「ミス」を見つける
点検を管理職が行っている。

ローカルルール
例２

・欠席の理由が
それぞれの担任、
学校の判断で記
載され、同じ状況
の欠席でも記載
内容が変わって
しまっていた。

ローカルルール例３

・「校長が認める出
席」や、「適応指導教
室出席のための欠
席」などが、出席簿で
は出席なのか、欠席
なのか、要録ではど
ちらなのかを、各学
校の校長判断で行っ
ていた。



3

出席簿機能の運用と理由の統一化

ローカルルール例１
・出席簿の点検が月末にしかない・・・
→常時入力を行うようになった。担任だけでなく、学年スタッフなどで入力をし
て負担を分散させた。

・他の職員と共有されない
→システムにログインすることで共有できる。
ただし、既存の職員室黒板などは併用し、
その日の出欠情報は目で分かるようにして、
これまでの良いところを継続させる。

・記載ミス、計算ミス・・・
・ミスの点検・・・
→自動集計なので、ミスはなく、管理職の業務も削減された。

校務支援システム導入後・・・

業務運用ルール改善事例（岐阜県）



4

出席簿機能の運用と理由の統一化

ローカルルール例２

・欠席の理由がそれぞれの
担任、学校の判断で記載さ
れ、同じ状況の欠席でも記載
内容が変わってしまっていた。

ローカルルール例３

・「校長が認める出席」や、
「適応指導教室出席のため
の欠席」などが、出席簿では
出席なのか、欠席なのか、要
録ではどちらなのかを、各学
校の校長判断で行っていた。

校務支援システム導入後・・・

→欠席の理由をすべ

て統一化、いわゆる
公欠も統一し、判断
の手助けとする

業務運用ルール改善事例（岐阜県）
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システム導入により実感する効果

・職員朝礼がなくなったことにより、登校時から児童の様子を観察することができ、朝学習にも
スムーズに入ることができている。

・各種の掲示（月行事や毎日の連絡事項）をグループウェアで共有することで「廃止」すること
により、連絡漏れや管理職の仕事の重複がなくなり、情報共有する意識が高まった。

運用フェーズに入って直面する課題（ルール改善の必要性）

・導入時には特定の教員に多大な負担がかかる。

・システムやデータの扱いの不慣れによるデータの消失やセキュリティの確保と不安。

・今までできていたことができなくなる＝不要になることへの抵抗感。

・仕事量が平準化することにより、負担が増えているように感じる教員がいる。

・ICT活用に対する抵抗感や不安と校務システムの業務そのものが切り分けできない教員が
いる。

システム導入により実感する効果と課題（奈良県）



2

職員朝礼の廃止（終礼２回のみに）と職員室内のホワイトボードの廃止

Before

当初は毎日職員朝礼があったが、昨年
度から週２日の職員朝礼、２日の終礼と
ほとんど毎日打ち合わせを行っていた。
連絡事項について説明を加えるため、長
いときは１０分以上かかることもあった。

After

グループウエア上の掲示板を活用するこ
とにより代用した。

成果
朝の時間が有効に活用できるようになり、教員も落ち着いて児童の様子を観察できる
ようになった。また、掲示板にある連絡事項を確認することにより、ペーパーレス化も進
んでいるように思う。

業務運用ルール改善事例（奈良県）
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情報共有促進の工夫（朝会の廃止，ホワイドボードの不使用）

Before
毎日職員朝礼を10分ほど、とり口頭で連絡を
共有していた。職員会議は資料を全員分刷っ
て会議を行っていた。
行事予定や出張の予定を職員室のホワイト
ボードに書き込んで情報を共有していた。

After
職員朝礼を廃止し、連絡はグループウェアを
使い共有した。職員会議の資料もペーバーレ
スにしてデータで共有した。
ホワイトボードは別の連絡に使い、学校スケ
ジュールはグループウェアの画面を大型モニ
タに映し出して共有した。

成果
職員会議は事前に資料が見れるので、質問事項など整理することができ、会議にかかる時間も
短くなった。職員朝礼がなくなり連絡がうまく伝わるか心配だったが、逆に連絡が漏れることなく伝
わるようになった。またいつでも確認できるので便利である。

業務運用ルール改善事例（奈良県生駒市）



(1)運用ルール変更に伴う先生方の反応

昨年度初め、毎日の職員朝礼を減らしたときは、顔を合わせて話がしたいという声も聞かれ
たが、今年度はすでに減った状態から始めたことによりスムーズに移行できたように思う。
連絡が気軽にできて掲示板は便利だ、という意見が多い。
過去の連絡事項もさかのぼったり、繰り返したりして確認できるので便利である。

(2)運用上の工夫

運用当初から職員室の前にあるホワイトボードに何も書かないようにした。そうすることで掲
示板をみて確認せざるを得ないようにした。これは教頭の業務削減にもつながった。
週２回の終礼では、掲示板に書いてあることは言わないように努めた。「掲示板にもあります
が・・・」と伝える教員には、後で発言が不要であることをお互いに言い合うようにした。
図書館司書の「蚕日記」は確認する習慣をつけるのに役に立った。

(3) 運用後の苦労や反応の変化

出張などでなかなか確認できないとき、情報伝達の遅れが生じる。
個人の意識によって情報が伝わる時間に差が生じるため、何か手立てがないかという意見が
出ている。
（よい意味で）立ち話で情報交換をすることが増えているように感じる。
職員朝礼より簡単に確認できて時間もかからない、と好意的にとらえる教員が多い。

4

職員朝礼の廃止に伴う現場の声



職員朝礼の廃止
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1

２．具体的な取組

・システムの導入により生み出された時間や労力を、児童・生徒
と向き合う時間に充てることで、教育の質の向上を図る。

・教職員の勤務実態を正確に把握することで、教職員の働き方
改革に関し、より有効な施策を検討することができる。

・生徒情報のバックアップ機能により、災害時の消失を防ぐことが
できる。

・小学校→中学校→高校へと進学者の情報が承継されるため、
切れ目のない一貫した指導が可能となる。

・出席簿や通知表・指導要録作成、成績処理、保健管理、公文書管理、勤務時間管
理など、学校全体の教職員の業務効率化及び業務負担軽減が可能となった。
・コミュニケーション機能であるグループウェアの活用により、職員朝礼等の会議時間の削減
にも効果が現れつつある。
・児童生徒の日常の様子や出席状況を、学校全体で情報共有ができる気づき入力機能
などを活用し、効果的な指導や不登校対策にも資する活用方法を周知することができた。

1．システム導入により実感する効果

校務支援システムの導入による業務の効率化等を図る

３．運用フェーズに入って直面する課題（ルール改善の必要性）

学校種間「縦の連携」において、中学校から高等学校へと情報連
携させる際に、どこまでの情報（成績・保健以外の情報）をどのよう
に（特定の場所に相互アクセスできる環境）共有するか、個人情
報保護の観点を十分考慮したうえで、検討する必要がある。

システム導入により実感する効果と課題（高知県）
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掲示板の活用（グループウェア機能）

○職員朝礼等でホワイトボードや口頭で連絡
事項を伝える。

○教員からのアイデアや意見等を募る時に口
頭や紙面での呼びかけを行う。
例）記入用紙の配付→学年団等でとりまと
める→資料提出→全体の集約→表及びグラ
フ等の作成

簡素な連絡及び調査等でも時間や手間がかかってしまう。

このたび、令和２年２月10付け「文部科学省実証事業等に係る各種事業成
果報告会の開催について(最終案内)」にて、下記のとおり案内がありました。

１ 統合型校務支援システム共同調達・共同利用シンポジウム

（令和元年度統合型校務支援システム導入実証研究事業成果報告会）

【日時】令和２年３月６日（金）13時～16時

【場所】文部科学省第２講堂

田所先生 教育センター 18:00
宮地先生 土佐小学校 17:00
川村先生 教育センター 18:00

業務運用ルール改善事例（高知県）
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掲示板の活用（グループウェア機能）

○掲示板機能を活用し日々の連絡事項を伝
達する。（返信コメント欄あり）
○ペーパレス化による情報管理の簡略化
○アンケート機能も掲示板機能と同時に活用
し、集計処理が必要な調査の資料作成を自
動化（一覧表及びグラフ等の作成）

このたび、令和２年３月６日の午後より
文科省第２講堂にて、統合型校務支援
システム共同調達・共同利用シンポジウム
を実施します。

グループウェアを確認後
すぐに教室へ!!

業務運用ルール改善事例（高知県）



掲示板の活用（グループウェア機能）
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掲示板の活用（グループウェア機能）

○職員朝礼の時間を短縮し、スリム化を図ることができた。
○掲示板を通して再度確認が可能になったことで、聞き洩らしが無くなり周知が徹底された。
○校務に必要な調査等を短時間で処理することができ、生徒指導への迅速な対応や効果的に学
校運営を図ることが可能となった。
○会議での報告事項が半減し、時間に余裕が生まれた。
○掲示板を確認することが、学校内で当たり前（スタンダート）になりつつある。

課題 成果

成果

業務運用ルール改善事例（高知県）
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定量的な効果測定

※導入前（平成30年12月）と
導入後（令和元年12月）の
勤務時間を比較

教 頭（平均）

教 諭（平均）

約３０分／日 減

約５０分／日 減

統合型校務支援システムの導入による繁忙期の勤務時間の変化（速報値）

9

9.5

10

10.5

11

11.5

12

導入前 7ヵ月後 12ヶ月後

勤務時間の変化

教頭

教諭

システム導入により実感する効果と課題（長崎県）



2

システム導入により実感する効果

＜出席簿・通知表作成に関するもの＞
○ 教育委員会への報告書作成にかかる時間も以前に比べ、削減することができた。
○ 出席の集計が自動的に反映されるため、集計時のミスがなくなった。

＜成績処理に関するもの＞
○ 各教科の評定チェックなどがスムーズにできた。
○ 各教員が使い慣れたエクセル等を利用して作成した成績データをシステムに登録
できるため、成績処理のシステム利用への抵抗感は感じられなかった。

＜情報共有・掲示板に関するもの＞
○ 掲示板の活用により、教職員の空き時間に応じて、情報共有ができた。
○ 職員へのアンケートをシステム上で行うことで集計時間を削減することができ
た。

＜その他全般的なもの＞
○ 教育委員会から学校への文書発出処理を紙媒体から統合型校務支援システムの機
能に一元化することで、文書フローが効率化された。

システム導入により実感する効果と課題（長崎県）
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運用フェーズに入って直面する課題（ルール改善の必要性）

▲ 運用ルールに係る課題や意見を学校から定期的に収集しており、それを基に協議
会を開催し、既にいくつかの変更点を加えている。
（例）教育委員会からの発出文書に、文書の軽重が分かる文字列を追記する。

▲ 入力した電子データは、いつでも修正できるという認識が、システムを使用する
教職員の側にある限り、入力ミス・確認ミスが起こる原因になると考えられる。

→ 運用ルールは常に見直していく。

→ 『導入しただけでは、使いこなせない教職員にとって「負担感増」となる』
蓄積したデータを使い、校務削減にどう活用するか工夫・改善の仕組みが必要。
各学校の担当者で実践事例等を持ち寄る情報共有の場を作り、自校の改善の

きっかけをつくることが必要。

→ 『PCが苦手な教職員の利用満足度を上げる』
ICT支援員と各校システム担当者が中心となり、ミニ研修会を実施し、それぞれの

困り感に応じて適宜対応する。

システム導入により実感する効果と課題（長崎県）
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例：電子承認・電子保存（出席簿等）

<Before>

出席状況は、出席簿に手書きで記入し、月末
に児童生徒一人一人の出席、欠席、停止等の
日数や欠課時数を数えて月ごとに処理をしてい
た。
記入後、チェックのため、担任、学年主任、教
務主任、教頭、校長が点検・押印し、ミスがない
ことを確認した。
さらに、指導要録等に記入する際は1年間の
集計を手計算で行った。

<After>
○電子承認・電子保存に係る規定変更
文書管理規則を以下のように変更
「帳票は統合型校務支援システムから出力さ
れたものを正本とする。」

○運用ルール（紙媒体不要）
①システムによる出席統計処理
②管理職による電子承認・電子保存
③教育委員会への報告

<成果>
・通知表作成、調査書作成、指導要録作成（今年度末作成予定）等の繁忙期において、出席統
計に係る処理が不要となるため、大幅な業務時間の縮減を図ることができた。
・入力が完了すれば全校の出欠状況が一覧で確認できるため、生徒指導等に役立てることができた。
また、出席簿の検索機能を用いることで、例えば欠席日数が３０日を超える児童生徒を瞬時に確認
できることも、出席簿機能利用の利点となった。

業務運用ルール改善事例（長崎県）1
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例：長期欠席者報告の簡略化（教育委員会）

<Before>

児童生徒の出席情報は、月末の報告に
より把握していた。特に気になる生徒の動
向については、学校側にその都度、電話を
して確認をしていた。
学校の窓口は、教頭が主であるが、授業
や他の業務が重なると、速やかな情報収集
は困難であった。

<After>

教育委員会から、各学校にログインでき
るように設定し、生徒情報（出欠情報、
指導要録のみ）を把握できるようにした。

<成果>
学校がシステム画面をプリントして教育委員会に報告することで、学校の報告書作成の負担を減らす

ことができた。さらに、教育委員会が、児童生徒の出欠状況等、直接、システムで確認することで、速や
かに庁内関係各課（児童福祉関係課）に連絡することができ、学校の負担を減らすことができた。
ただし、校長に対して趣旨等を丁寧に説明して理解を得ることが必要である。

業務運用ルール改善事例（長崎県）2
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出席の一括管理

<Before>
出席の記入は、出席簿、通知表、指導要録、
調査書、学校日誌、保健日誌等があり、それぞ
れ入力する必要があり、それぞれを点検し整合さ
せることに時間を要していた。

<After>
グループウェア上の出席簿に担任が入力し、職
員室の日計板の数字とあっているかどうかを教頭
が確認することで確実に日々の出席が入力でき
た。一度入力が終われば、通知表等にすべて反
映できるので入力や点検等の削減ができ、時間
短縮になる。

<成果>
学期末の忙しさの軽減につながり、生徒指
導や授業準備等に時間をかけることができた。
また、急な出席状況の変更への対応が容易
になった。また、欠席者を、全職員で共有す
ることができ、後日出席した児童生徒に職員
が積極的に声をかけることで、温かく迎え入
れる雰囲気づくりができた。

業務運用ルール改善事例（長崎県）3
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例：学校情報連絡掲示板の開設

<Before>
システムには、「教育委員会からのお知らせ掲
示板」という教育委員会から全教職員への情報
伝達手段はあったが、学校間同士の情報伝達
手段はなかったため、必要な場合は各学校で回
覧板（紙）を作成するか自校の掲示板に再掲
載する必要があった。

<After>
運用に係る協議会の中で、学校間で情報共
有ができる掲示板開設の要望があったため、「学
校間情報連絡掲示板」（EDUボード）を開設
して、学校が書き込んだ内容が全教職員に配信
される仕組みを作った。

<成果>
情報を発信する側が書き込むだけで、全教職
員に伝達できるようになった。
現在は、次のような記事が書き込まれている。
・訃報のお知らせ
・電話の不通のお知らせ
・運動会等による代休日のお知らせ
・公開授業開催のお知らせ 等

業務運用ルール改善事例（長崎県）4



まとめ

•統合型校務支援システムの共同調達・共同利用のための自治体の
実態に応じた的確な流れが明確になった。

•業務運用ルールの見直し・改善を通して、システムがより有効活用
される事例をいくつも提示できた。

• これから歩む自治体に大いに参考となる実践事例！

•都道府県教委が音頭をとり自治体間の調整役となった好例！

• ＧＩＧＡスクール構想実現においてもノウハウ貢献へ！
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